
（単位：百万円）

358,474 2,915,680

現 金 32,723 156,046

預 け 金 325,750 1,371,654

1,109 17,717

113 10,990

579 1,331,303

商 品 地 方 債 579 27,967

4,730 66,678

458,733 17,537

国 債 112,611 7,638

地 方 債 22,899 7,638

社 債 205,108 25

株 式 13,106 13

そ の 他 の 証 券 105,007 11

2,253,368 10,797

割 引 手 形 15,671 96

手 形 貸 付 74,944 324

証 書 貸 付 1,977,025 1,929

当 座 貸 越 185,726 596

5,286 4,383

外 国 他 店 預 け 4,991 58

買 入 外 国 為 替 3 3,408

取 立 外 国 為 替 291 0

70,298 84

未 決 済 為 替 貸 338 414

前 払 費 用 270 4,419

未 収 収 益 1,772 8,452

金 融 派 生 商 品 4,368 3,031,730

そ の 他 の 資 産 63,547

35,661 10,000

建 物 5,007 59,532

土 地 27,968 10,000

リ ー ス 資 産 54 49,532

その他の有形固定資産 2,629 90,012

2,367 11,612

ソ フ ト ウ ェ ア 2,049 78,399

その他の無形固定資産 318 78,399

14,671 159,544

5,556 816

8,452 △ 23

△ 18,932 8,404

9,197

168,742

3,200,472 3,200,472資 産 の 部 合 計

前 受 収 益

（ 純 資 産 の 部 ）

そ の 他 資 本 剰 余 金

金 融 派 生 商 品

リ ー ス 債 務

支 払 承 諾

貸 倒 引 当 金

支 払 承 諾 見 返

その他有価証券評価差額金

土 地 再 評 価 差 額 金

評価 ・ 換 算差額等合計

繰 越 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 準 備 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

株 主 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

譲 渡 性 預 金

有 価 証 券

金　　　　額

預 金

金 銭 の 信 託

定 期 預 金

普 通 預 金

債券貸借取引受入担保金

広島市中区胡町１番24号

株式会社 もみじ銀行
取 締 役 頭 取 小 田 宏 史

貸借対照表（2019年 3 月31日現在）

そ の 他 の 預 金

（ 負 債 の 部 ）

現 金 預 け 金

科　　　　目 科　　　　目

（ 資 産 の 部 ）

通 知 預 金

当 座 預 金

負債及び純資産の部合計

純 資 産 の 部 合 計

第15期 決 算 公 告

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

コ ー ル ロ ー ン

金　　　　額

2019年6月7日

貯 蓄 預 金

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

賞 与 引 当 金

負 債 の 部 合 計

資 本 金

睡眠預金払戻損失引当金

再評価に係る繰延税金負債

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

役 員 株 式 給 付 引 当 金

資 本 剰 余 金

無 形 固 定 資 産

そ の 他 利 益 剰 余 金

借 入 金

借 用 金

そ の 他 の 負 債

そ の 他 負 債

未 払 外 国 為 替

外 国 為 替

売 渡 外 国 為 替

未 払 法 人 税 等

未 決 済 為 替 借

未 払 費 用



科          目 金          額
41,927

29,427
23,309
5,900

40
161
14

5,982
1,997
3,985
3,182
3,182
3,335

7
2,352

975
32,322

2,161
1,019

10
37
407
14
672
△0 

3,834
374

3,460
2,352

97
0

587
1,257

129
279

20,904
3,068
1,225

960
1
1

880
9,605
16

16
9,588

1,064
817 

1,882 
7,706

そ の 他 の 経 常 収 益
経 常 費 用

役 務 取 引 等 費 用

株 式 等 償 却

資 金 調 達 費 用

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

譲 渡 性 預 金 利 息
預 金 利 息

商 品 有 価 証 券 売 買 損

国 債 等 債 券 償 還 損

そ の 他 の 業 務 費 用

そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 業 務 費 用

そ の 他 の 経 常 費 用
経 常 利 益

当 期 純 利 益

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

国 債 等 債 券 売 却 益

償 却 債 権 取 立 益
そ の 他 経 常 収 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 合 計
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

固 定 資 産 処 分 損

国 債 等 債 券 売 却 損

金 融 派 生 商 品 費 用

営 業 経 費

金 銭 の 信 託 運 用 損

株 式 等 売 却 損

借 用 金 利 息
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

外 国 為 替 売 買 損

そ の 他 の 役 務 費 用

受 入 為 替 手 数 料

コ ー ル ロ ー ン 利 息
預 け 金 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 の 役 務 収 益

株 式 等 売 却 益

　　　　　　　　　　　損益計算書

支 払 為 替 手 数 料

コ ー ル マ ネ ー 利 息

そ の 他 業 務 収 益

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金

2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで



個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券

については原則として決算日の市場価格等（株式は決算期末月１カ月の市場価格の平均）に基づく時価法（売却原価は

主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法に

よる原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法 

  金銭の信託における信託財産の評価は、時価法により行っております。 

４．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

５．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

    有形固定資産は、定率法（ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016  

   年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  15年 ～ 50年 

その他  ５年 ～ 15年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

   無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用

 可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース

期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決

めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

７．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針｣（日本公認会計士協

会銀行等監査特別委員会報告第４号 2012年７月４日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につ

いては、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上し

ております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債

権については、帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しており

ます。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店及び自己査定実施部署が資産査定を実施しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、2006年度の中間会計期間までは債権額から

担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額

しておりましたが、株式会社山口フィナンシャルグループ設立に伴うグループ内の基準統一により、2006年度の下半

期以降、直接減額を行っておりません。当事業年度末における2006年度の中間会計期間末までに当該直接減額した額

の残高は3,114百万円であります。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰

属する額を計上しております。 

（３）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期

間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のと

おりであります。 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による定額法により 

按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理 

（４）役員株式給付引当金 

役員株式給付引当金は、役員株式給付規定に基づく取締役（監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社

外取締役を除く。）への株式会社山口フィナンシャルグループ株式の給付等に備えるため、当事業年度末にお



ける株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。 

（５）睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻

請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。 

８．ヘッジ会計の方法 

為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会

計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年７月29日。）

に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リス

クを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債

権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価して

おります。 

なお、一部の資産については、金利スワップの特例処理を行っております。 

９．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固

定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

１０．連結納税制度の適用 

   当行は、株式会社山口フィナンシャルグループを連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 １．関係会社の株式及び出資金総額（親会社株式を除く）1百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により貸し付けている有価証券が、国債に8,176百万円含まれております。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は4,982百万円、延滞債権額は23,752百万円であります｡ 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の

取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、

「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまで

に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は42百万円であります｡ 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻

先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は2,712百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上

延滞債権に該当しないものであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は31,490百万円であります。 

   なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業

種別監査委員会報告第24号 2002年２月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業

手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額

は、15,671百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

   担保に供している資産 

現金預け金             21百万円 

有価証券           85,538百万円 

   担保資産に対応する債務 

預金              9,144百万円 

債券貸借取引受入担保金    17,537百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ取引及び公金事務取扱等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、

次のものを差し入れております。 

有価証券             2,006百万円 

   また、その他の資産には、保証金、公金事務取扱担保金、金融商品等差入担保金及び為替決済差入担保金が含まれて

おりますが、その金額は次のとおりであります。 

保証金             1,564百万円 

公金事務取扱担保金                  7百万円 

金融商品等差入担保金        150百万円 

為替決済差入担保金      30,000百万円 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上

   規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの

     契約に係る融資未実行残高は262,311百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条 

     件で取消可能なものが248,818百万円あります。 



なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行

の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の

保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることが

できる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、

契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 

１０．土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額に

ついては、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日  1998年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法      

土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める、地価税法第16条に規

定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算

定した価額に基づいて、合理的な調整を行って算出。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価

後の帳簿価額の合計額との差額  10,054百万円 

１１．有形固定資産の減価償却累計額 20,384百万円 

１２．有形固定資産の圧縮記帳額   4,929百万円 

１３．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行の保証債務

の額は6,794百万円であります。 

１４．関係会社に対する金銭債権    218百万円 

１５．関係会社に対する金銭債務   1,067百万円 

１６．自己資本比率(国内基準)        10.37％ 

（損益計算書関係） 

 １．関係会社との取引による費用 

    その他取引に係る費用  10,156百万円 

 ２．関連当事者との間の取引のうち、重要なものは次のとおりであります。 

（１）親会社及び法人主要株主等 

種類 会社等の名称 議決権の所有 

（被所有）割合

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 

（百万円） 

科目 期末残高 

（百万円）

前払費用    218システム利用料

の支払（注２） 
89 

未払費用     0
親会社

株式会社山口フィ 

ナンシャルグルー 

プ 

被所有 

直接100.00% 

経営管理 

（注１） 

資産の賃借

役員の兼務

出向者受入

出向者人件費の

支払（注３） 
10,004 未払費用    895

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 経営管理は無償であり、手数料は支払っておりません。 

（注２）当行が使用している有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費と、それに付随する保守費相当額を

支払っております。 

（注３） 出向契約に基づき、出向者に係る人件費相当額を支払っております。 

 （２）兄弟会社等    

種類 会社等の名称 議決権の所有 

（被所有）割合

関連当事者

との関係 

取引の内容 取引金額 

（百万円） 

科目 期末残高 

（百万円）

資金の運用 

（注１） 

（平均残高）

   4,356 
― ― 

親会社

の子会

社 
株式会社山口銀行 ― 営業取引 

資金の調達 

（注１） 

（平均残高）

   7,630 
― ― 

   取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 取引条件は、市場実勢レートを参考に決定しております。 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当行は、銀行業務を中心として、証券業務、クレジットカード業務など、地域密着型の総合金融サービスを展開す

る山口フィナンシャルグループに属しております。このため、グループとして、信用リスク、市場リスク、流動性リ

スクなどさまざまなリスクを抱えており、これらのリスクは、経済・社会・金融環境などの変化により、多様化・複

雑化しております。こうした状況を踏まえ、グループとして、リスク管理体制の強化を重要課題の一つとして捉え、

健全性の維持・向上に努めるとともに、グループ共通の「リスク管理規程」を制定し、リスク管理に対する基本的な

方針を明確にしております。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

保有する金融資産は、主としてお取引先に対する貸出金であり、契約不履行によってもたらされる信用リスクに

晒されております。また、有価証券は、主に債券、株式、投資信託などであり、売買目的、純投資目的及び政策投

資目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リス



クに晒されております。 

金融負債については、預金、譲渡性預金を中心として、コールマネーなど市場からの調達も行っておりますが、

必要な資金が確保できなくなるなどの流動性リスクのほか、金融経済環境の変化等に伴う金利リスクに晒されてお

ります。 

デリバティブ取引については、資産・負債に内在する市場リスクのヘッジ手段、及びお客様のニーズに応じた商

品提供手段等として位置付けております。金利関連及び有価証券関連デリバティブ取引は、長期にわたり金利が固

定される貸出金・預金や有価証券等に対して、将来の金利変動や価格変動が収益等に及ぼす影響を限定するための

ヘッジを主目的として利用しております。また、通貨関連デリバティブ取引については、将来の為替変動に伴う収

益変動等の回避、外貨資金の安定調達、及びお客様への商品提供を主目的として利用しております。なお、相場変

動による収益獲得を目的とした取引については、リスクリミット及び損失限度額などの厳格な基準を定めたうえで、

限定的な取扱いを行っております。 

金利関連及び有価証券関連デリバティブ取引は金利や価格の変動を、また通貨関連デリバティブ取引は為替の変

動を市場リスク要因として有しております。また、取引所取引以外の取引には、取引相手の財務状況の悪化等によ

り契約不履行による損失が発生する信用リスク要因を有しております。 

ヘッジ会計の利用にあたっては、事前に定められた適用要件を満たしていることを確認したうえで、繰延ヘッジ

を適用しております。ヘッジ手法については、主に同種類のリスクを持つ資産を特定したうえで、包括的にヘッジ

を行う包括ヘッジを行っております。また、一部の取引については金利スワップの特例処理を適用しております。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスクの管理 

信用格付制度の適切な運用により、お取引先の実態把握や正確な信用リスク評価に努めており、お取引先の決算

期や信用状態の変化時に適時適切に格付の見直しを行うことで信用力評価の精度を高めております。 

    自己査定については、グループの統一基準に基づいて厳格に行い、自己査定結果に基づく償却・引当も適正に実施

して、その妥当性については、検証部署による内容の検証、独立性を堅持した監査部署による内部監査を行っており

ます。 

    また、個別案件審査においては、地区別審査を基本とする体制により地域特性や業種特性などを勘案したきめ細や

かな審査を行うとともに、ポートフォリオ管理面でも、信用リスク計量化に基づく、格付別、業種別、地区別といっ

たリスク管理の高度化に努めております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、リスク統括部

署において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。 

②市場リスクの管理 

市場リスクに関する管理プロセスを構築し、内在する市場リスクを特定するとともに、定量的な測定を実施して

おります。そのうえで、市場リスクを許容水準にコントロールするために、ＡＬＭ（資産・負債総合管理）体制を

導入、グループＡＬＭ委員会を定期的に開催し状況に応じた対応を図っております。 

    また、市場リスクの状況については、定期的な評価を行い、リスク・コントロールの適切性などについて、検証を

実施しております。 

③資金調達に係る流動性リスクの管理 

預金による資金調達が大半を占めており、安定した調達基盤のもと、緻密な予測に基づいた資金管理を行い、主

として金融市場での資金コントロールにより資金繰りを行っております。 

資金繰り管理においては、流動性リスクを抑制し、安定性を確保するとともに、不測の事態に備え、流動性の高

い資産を準備するなど流動性リスク管理には万全を期しております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。 



２．金融商品の時価等に関する事項 

 2019年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、貸借対照表

計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。また、時価を把握することが極めて困難と認め

られる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

                                   （単位：百万円） 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

358,474 

1,109 

454,553 

2,253,368 

△18,518 

358,474 

1,109 

454,553 

－ 

－ 

－ 

(1)現金預け金 

(2)コールローン 

(3)有価証券 

  その他有価証券 

(4)貸出金 

    貸倒引当金（＊１) 

2,234,850 2,259,419 24,569 

資産計 3,048,988 3,073,557 24,569 

(1)預金 

(2)譲渡性預金 

2,915,680 

66,678 

2,915,799 

66,678 

118 

0 

負債計 2,982,359 2,982,478 118 

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの 

ヘッジ会計が適用されているもの 

173 

(187) 

173 

(187)

－ 

－ 

デリバティブ取引計 (14) (14) － 

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

      デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては、（ ）で表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産

(1)現金預け金 

約定期間が短期間（１年以内）又は満期のないものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。 

(2)コールローン 

      約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており

ます。 

(3)有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は外部の情報ベンダーから入手した価格によっております。投資信託

は取引所の価格又は投資信託委託会社の公表する基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を無リスクの利子率に内部格付区分ごと

の信用コストを上乗せした利率で割り引いて時価を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しております。 

(4)貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異な

っていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるも

のは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を、事業性貸出金については無リスクの

利子率に内部格付区分ごとの信用コストを上乗せした利率で、消費性貸出金については同様の新規貸出を行った場合

に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づい

て貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除

した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と

近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

負 債

(1)預金、及び(2)譲渡性預金 

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預

金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。そ

の割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（１年以内）の

ものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

デリバティブ取引

デリバティブ取引は、金利関連取引（金利先物、金利オプション、金利スワップ等）、通貨関連取引（通貨先物、

通貨オプション、通貨スワップ等）、株式関連取引（株式指数先物）、債券関連取引（債券先物）であり、取引所の

価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。 

なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、



その時価は当該貸出金の時価に含めて記載しております。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時

価情報の「資産(3)その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区分 貸借対照表計上額 

①非上場株式（＊１）（＊２） 3,016 

②組合出資金等（＊３） 1,163

合 計 4,179

（＊１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価

開示の対象とはしておりません。 

（＊２） 当事業年度において、非上場株式について1百万円減損処理を行っております。 

（＊３） 組合出資金等のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構

成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品地方債」が含まれております。 

１． 売買目的有価証券（2019年３月31日現在） 

 当事業年度の損益に含まれた

評価差額（百万円） 

売買目的有価証券 0

２．満期保有目的の債券（2019年３月31日現在） 

該当ありません。 

 ３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2019年３月31日現在） 

   子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。 

   （注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

 貸借対照表計上額（百万円）

子会社・子法人等株式及び出資金 1

４．その他有価証券（2019年３月31日現在） 

種類 貸借対照表計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

株式 6,295 2,204 4,091 

債券 274,775 271,267 3,508 

国債 55,367 54,817 549 

地方債 22,249 22,055 193 

社債 197,159 194,394 2,764 

その他 17,828 17,499 329 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

小計 298,899 290,970 7,929 

株式 3,794 4,160 △366 

債券 65,843 66,521 △678 

国債 57,244 57,916 △672 

地方債 650 650 △0 

社債 7,949 7,955 △5 

その他 86,016 91,843 △5,827 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

小計 155,653 162,525 △6,871 

合 計 454,553 453,496 1,057 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額（百万円） 

株式 3,016

その他 1,162

合 計 4,178

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有

価証券」には含めておりません。 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

  該当ありません。 



６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株式 1,571 857 309 

債券 415,766 2,154 249 

 国債 361,720 797 249 

 社債 54,046 1,357 － 

その他 214,320 2,522 988 

合 計 631,658 5,534 1,547 

７．保有目的を変更した有価証券 

該当ありません。 

８．減損処理を行った有価証券 

  売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の

時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものに

ついては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、

「減損処理」という。）しております。 

  当事業年度における減損処理額は、株式1百万円であります。 

    また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおり定めております。 

時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合は、「著しく下落した」と判断しております。ただし、株式及

びこれに準ずる有価証券については、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合は、発行会社の

信用リスク（自己査定における債務者区分、外部格付等）、過去の一定期間の下落率を勘案して、「著しく下落

した」かどうかを判断しております。 

（金銭の信託関係）  

１． 運用目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 

貸借対照表計上額 

（百万円） 

当事業年度の損益に含ま 

れた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭

の信託 
4,730 － 

２．満期保有目的の金銭の信託（2019年３月31日現在） 

該当ありません。 

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2019年３月31日現在） 

該当ありません。 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

繰延税金資産  

 貸倒引当金 5,015百万円 

 退職給付引当金 163 

 有価証券有税償却 339 

 減価償却費 178 

 減損損失 124 

  劣後受益権償却 408 

 その他 1,018 

繰延税金資産小計 7,247 

評価性引当額 △703 

繰延税金資産合計 6,543 

繰延税金負債  

 退職給付信託設定益 725 

  その他有価証券評価差額金 240 

  その他 20 

繰延税金負債合計 987 

繰延税金資産の純額 5,556百万円 

（１株当たり情報） 

  １株当たりの純資産額    387円35銭 

  １株当たりの当期純利益金額  17円69銭


